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社会保険庁の違法状態の是正を求める緊急申入書

２００８年６月２７日

社 会 保 険 庁 御中

厚 生 労 働 省 御中

年金業務・組織再生会議 御中

自 由 法 曹 団

自由法曹団はすでに 「社会保険庁改革についての意見 （2008.2.25）を公、 」

表し、①年金記録問題についての歴代政府の責任を明確にし、記録問題の真の

原因の解明と改善・解決策の一致をみるまでは社会保険庁改革関連法の執行を

凍結すること、②違法無法が横行する社会保険庁職場の改善を急ぐべきことを

求めた。ところが社会保険庁は、依然として勤務条件についての法令を順守せ

ず、社会保険庁職場には違法状態が蔓延している。そこで本申入書では、違法

な勤務状態の問題に限定し、緊急に是正を求めるものである。

１ たびかさなる休日開庁の指示

（１）相次ぐ休日開庁の指示

平成２０年３月２１日付で、社会保険庁運営部企画課年金相談推進室長

補佐名義の「平成２０年４月、５月及び６月の休日開庁について（追

加 」と題する事務連絡が地方社会保険事務局長に宛てて出された。これ）

によると 「平成２０年４月、５月及び６月については、原則として下記、

のとおり休日開庁等を実施することとしましたのでお知らせします 「貴。」

職におかれましては、相談体制の整備等について万全を期されるよう、よ

ろしくお願いいたします 」とし、４月１２日（土 、４月１３日（日 、。 ） ）

４月２９日（火）昭和の日、５月３日（土 、５月１０日（土 、５月１１） ）
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日（日 、６月１４日（土 、６月２１日（土）及び６月２２日（日）の開） ）

庁日程を指示している。

４月１日付事務連絡では 「標記については、平成２０年３月２１日付、

事務連絡により、実施についてお知らせしたところですが、今般、新たに

下記のとおり休日の開庁日を増やすことにいたしました」とし「先にお知

らせしている休日開庁日と同様に相談体制の整備等について万全を期され

るよう、よろしくお願いいたします 」とし、５月２４日（土 、５月２５。 ）

日（日 、５月３１日（土）の開庁が追加されている。）

４月１６日付事務連絡では 「平成２０年４月、５月及び６月の休日開、

庁について（再追加 」と題してさらに４月１９日（土 、４月２０日） ）

（日 、４月２６日（土 、４月２７日（日）が追加されている。） ）

４月２２日付事務連絡では 「平成２０年４月、５月及び６月の休日開、

庁について（再々追加及び修正 、とし、５月４日（日 、５月１７日）」 ）

（土 、５月１８日（日）が追加されている。）

これによりほとんどの土曜日日曜日祝日が開庁されることとなった。

（２）人員体制は少しも補充されない

このように休日の開庁を指示するのであれば、労働基準法の定める労働

時間の規制や休日の保障を実現するために、人員体制の拡充が必要不可欠

である。ところが社会保険庁では、休日開庁に責任を持てる人員体制の拡

充はなされていない。

（３）年休権の侵害は違法

他方で社会保険庁は年次有給休暇の取得を促しているが、裁判例では、

使用者が代替要員の確保努力など使用者としてなすべき通常の配慮を行わ

ず、恒常的な要員不足により常時代替要員の確保が困難である状態であれ

ば、使用者の行為は年休権の侵害にあたり違法であるとされている（西日

本ジェイアールバス事件金沢地判平成８年４月１８日労民集４７－１・２

－９１ 。）

現在の社会保険庁は、休日開庁を指示しながら代替要員を確保する具体

的な措置を何らとっていないのであり、休日開庁の指示は違法である。
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２ 社会保険庁の異常な労働実態

最近の労働組合の調査によると、社会保険庁の異常な労働実態は依然とし

て改善されず、むしろ悪化している。

（１）月平均残業時間は過労死の危険のある ． 時間46 1

月平均残業時間は ・ 時間であり、 月で年間 時間となり、人事院46 1 12 553

が目安とする上限年 時間を、 時間も上回っている。国家公務員の平360 193

均的な残業時間が ・ 時間、霞ヶ関でも月平均残業時間が ・ 時間であ17 2 39 1

るとされており、これと比較しても、社会保険庁は異常に長い時間外労働

が蔓延しているといえる。現行の厚生労働省の通達でも時間外労働時間数

が月 時間を超えると過労死の危険が高まるとされており、過労死の危険45

のある実情であると言える。

職場からは「勤務時間中は電話対応などにおわれ自分の業務をこなす時

間がとれないためどうしても残業することになる 「職員数を遙かに上回。」

る仕事量が問題 「人数が増えないことには、次へ進むことは不可能 、」 」

「通常業務を行う上での定員が確保できていない 「記録問題にだけでも。」

定員の半数以上の数で対応しても解決されるかどうかなので根本的な見直

しが必要 「通常勤務時間内は、トラブル対応、電話、窓口対応等で本来」

業務が後回し」などの声が出ているという。

（２）１０人に１人は過労死の認定基準を超える残業

厚生労働省が原則として過労死の労災認定がなされる時間外労働時間数

である「月平均 時間以上」の残業を行った者は、 ・ ％であり、これ80 11 2

は霞ケ関で ・ ％いるとされる実情を上回る比率である。連続した ヶ月10 3 2

の超勤が 時間を超えた者は ・ であり、 ヶ月だけでも過労死と認定80 23 2% 1

される月 時間以上の超過勤務をした月が ～ ヶ月が ・ 、 ～ ヶ月が100 1 2 9 0% 3 4

・ ％、 ～ ヶ月が ・ という実態だという。4 4 5 6 1 7%

職場からは「毎月 時間程度の残業、それでも処理しきれない仕事100

量 「もう疲れ果てました 「職員の削減により、超過勤務を強いられて」 」、

おり、健康状態に不安を感じている」などの声があるという。

（３）連続勤務日数と休日出勤、代休の消化

12 16 5 5 6% 1連続勤務では、 日以上が ・ ％あり、休日出勤は、なしが ・ 、



5

～ 日が ・ 、 ～ 日が ・ 、 ～ 日が ・ 、 日以上が ・5 40 8% 6 10 30 7% 11 15 13 5% 16 8

であった。休日出勤に対しては振替休日が取れるはずであるが、全部取2%

れた者は ・ ％、一部取れたは ・ 、取れていない者が ・ あった。33 4 41 6% 17 6%

代休未消化でも手当ては全くされていないという。

職場の声として「定員欠員分を残業や休日出勤でやらなくてはならな

い 「代休も当然のように取れない職場はいかがか。とにかく人間らしく」

働かせてほしい 「夜 時や 時まで仕事しても、処理しなければいけな。」 10 11

い仕事はたまっていった。土日に自主出勤しても、消化されなかった。こ

のような状態で、新組織の設立を進めても職員の体は持たない」などがあ

るという。

（４）超勤手当は半数が 割未満の支給4

超勤手当については、予算があらかじめ決められており、 ヶ月 時間1 12

から 時間、県によっては 時間しか支給されておらず、それ以上の残業17 6

はすべてただ働きとなっている。残業手当の全額支給と回答したのはわず

か ・ 、 未満が ・ 、 未満が ・ で、半数が 割未満の支4 7% 20% 17 9% 40% 34 5% 4

給という実態であったという。社会保険庁職員には驚くほど多くのサービ

ス残業が蔓延している。

職場の声としては「超勤が 時間以上つかないため、超勤を書くなと言12

われている 「業務量に見合った人数が確保されているとは考えられな」

い 「残業時間に対して残業代がほぼついていない状態となってしまって。」

いるのはおかしい」などがあるという。

（５）対策が急がれる職員の健康状態

職員のうち健康であると回答したのは ・ と半数を切っており 「不48 1% 、

調」が ・ 「薬等を服用している」 ・ 「通院治療中である」が30 8% 10 4%、 、

・ で （ 不調」 「投薬」 「通院 ）が ・ にものぼるという。社9 9% + + 51 1%、「 」

会保険の職場では、長時間労働と休日出勤、代休の未消化などで、健康に

影響が出ている。

職場の声として「休日開庁のせいで体調が狂いました。それ以上に心を

病んでいる人が増えている 「体力的な部分のみならず、精神的にも辛」

い」などがあるという。
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（６）対策は一刻の猶予も許されない課題

このように、社会保険庁の職場には違法状態が蔓延しており、いつ過労

死が発生してもおかしくない状況にある。このような状況を抜本的に改善

する対策は一刻の猶予も許されない課題である。

３ 社会保険庁職場の過労自殺の裁判例

（１）社会保険庁職場の過労死

すでに社会保険庁の職場における過労自殺については裁判例がある。

年 月 日、甲府地方裁判所は社会保険庁職員の過労自殺で国に賠2005 9 27

償を命ずる判決を言い渡し、国家公務員で初の損害賠償認容判決として注

目されている。

社会保険庁職員（当時 歳）の過労自殺について両親が国を相手に起こ23

した民事訴訟で、甲府地裁は「安全配慮義務違反があり、自殺との因果関

係も認められる」と訴えを認め、国に約 万円の支払いを命じた。この7200

事案についてはすでに 年 月に公務災害認定がされていた。この職員2002 12

は、係内の最年少で雑務を押しつけられていたが、上司は勤務実態を的確

1 137 1に把握しようとせず、漫然と放置。自殺前の か月間には約 時間、同

週間には約 時間の時間外労働をしていたという。この事件は東京高裁で60

年 月 日に裁判上の和解が成立し、国が損害賠償を支払っている。2006 2 10

被災した職員の遺族は「このような悲劇が二度と起こらないよう、対策が

とられることを願っています」と語ったという。

（２）過労死する働き方を指示をした者も不法行為

民間では過労死・過労自殺をする程の働き方を指示をした者は、使用者

の会社とともに個人としても違法行為者として賠償責任を負う旨の裁判例

もみられる（中之島ホテル事件・和歌山地裁平成 年 月 日判決・労働17 4 12

判例８９６－２８など 。）

人員体制の拡充がなされない状況で、あえて休日開庁日の増加を指示し、

職員を過労死に追い込む者は、責任を免れないのである。
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４ 専門的知識を有する人員体制の充実は急務

社会保険庁の違法な勤務状態を是正するためには、専門的知識を有する人

員体制の充実は急務である。

（１）年金電話相談の回答要員が「素人」であることは疑問

すでに年金電話相談の回答要員は非正規雇用の要員があてられており、

素人で大丈夫かとの疑問の声もある（ 朝日新聞」 年 月 日付 。社「 ）2007 6 13

会保険庁は 年 月 日、年金相談を 時間フリーダイヤルで受ける取2007 6 11 24

り組みを始め、 日朝から 時間で通話有料相談と合わせ 万件の電話が11 24 47

あったが、対応できたのは 万 件、 であったが、相談に応対する1 7,000 3.6%

「要員」を募集する広告がネットで出て、研修は予定されているものの、

学歴・経験不問で時給 円～ 円 「官公庁から委託されるお仕事な1050 1100 、

ので、安心して始められますよ」などとしているという。

（２）年金記録転記で大量ミス

日本語が十分にできない外国人のアルバイトに作業させたために大量の

誤記が発生したことも報道されている（ 読売新聞」 年 月 日付 。「 ）2008 1 31

社会保険庁のコンピューターに未入力の「旧台帳」と呼ばれる年金記録計

万件の入力作業で、社保庁が 年 月、人材派遣会社から派遣され1466 2007 12

た中国人のアルバイト約 人を採用し、氏名を書き写す作業で大量のミス60

、が発生していたという。外国人アルバイトらは、約 日間作業を行ったが9

日本人の姓と名を区別できなかったり、旧字体やひらがなを正確に読み取

れず、大量のミスにつながり、ミスに気付いた社保庁は派遣受け入れを打

ち切ったが、すでに約 万件の転記が終わっておりすべてやり直したとい25

う。

（３）現在もなお続く非正規まかせの人員募集

しかし社会保険庁は、知識や専門性が十分ではない非正規の求人を、現

在もなお続けている。下記のようなものである。

【横浜駅ちか◆高時給のお仕事で安定◆ 募集】更に週払い可能◎高SV

時給◎コールセンターでのスーパーバイザー募集！回答マニュアル・研

修もしっかりありますので、ご安心下さい。今までのＳＶ経験を活かし、

さらにスキルアップ！ オペレータスタッフも募集！給与 時給 円1750
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～ 研修期間 円 勤務地 神奈川県横浜市西区 最寄駅 ： 京浜東1,700

北・根岸線 横浜駅(徒歩 分) 徒歩 分 仕事内容 【コールセンターで3 3

のＳＶ業務】社会保険庁でのスーパーバイザーのお仕事！一般の方や企

業の方からの問合わせに、ご対応頂くセンターでのＳＶのお仕事で

す ・スタッフフォロー・オペレーターの勤怠管理・新人研修やモニタ。

リング等の教育・クレーム対応等のエスカレーション対応・業務改善、

環境改善

オペレーターも同時募集！！！応募資格◆コールセンターでのスーパ

ーバイザー経験ある方◆ＰＣ操作可能な方◆インターネット操作に詳し

い方 スキルテスト偏差値（略）勤務期間 長期 勤務開始日 ：PC

、2008/5/19 1 8:30 17:00 2 8:45 17:15 3 12:30 21:00～ 勤務時間 ） ～ 、 ） ～ 、 ） ～

休憩１ｈ 実働 ｈ、シフト勤務、休日休暇、週休 日制・・・7.5 2

はたして、コールセンターでの勤務経験やコンピューターの使用ができ

れば、複雑な年金制度についての国民の相談をさばいていけるのか、この

ようなことで相談を寄せる国民は安心を得られるのか、おおいに疑問であ

る。

５ 社会保険庁の職場の違法状態のただちに是正を

従来の社会保険庁の業務についての意見はともかく、現行の社会保険庁

の職場の違法状態は異常なものとなっており、放置すれば過労死や過労自

殺も発生しかねない状態である。社会保険庁改革についての意見の相違は

脇において、緊急に是正されるよう申し入れるものである。

以上


